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告 示

〇北海道職員の特殊勤務手当に関する条例附則第２項の規定による離島その他医学研究
調査に不便な地に所在する部局及び医学研究調査手当の額の一部改正 （人事課）……
〇道路の区域の変更及び供用の開始 （道路課）………………………………………………
〇水防警報河川の指定 （河川課）………………………………………………………………
〇特定調達契約に係る落札者等の公示 （経理課）……………………………………………

道人事委員会規則

〇職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則……
〇公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則……………

道収用委員会告示

〇土地収用法による裁決書の公示送達…………………………………………………………

告 示

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道職員の特殊勤務手当に関する条例附則第２項の規定
による離島その他医学研究調査に不便な地に所在する部局及び医学研究調査手当の額）の一
部を次のように改正する。

平成 年４月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

第１項の表中「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」
を 「 」 に、 「 」 を 「 」 に、 「 」 を 「 」 に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に
改める。
第２項中「平成 年４月１日」を「平成 年４月１日」に、「平成 年３月 日」を「平
成 年３月 日」に改め、同項の表北海道立病院の項中「 」を「 」に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に、
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「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に改め、
同表北海道立診療所の項中「北海道立余別診療所」及び「北海道立糠平診療所」を削り、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に、
「 」を「 」に、「 」を「 」に、「 」を「 」に
改める。

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年４月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
穂 別 鵡 川 線 勇払郡むかわ町花岡 番３地先から 前 から ――北海道室蘭土木現業所 勇払郡むかわ町花岡 番２地先まで まで

後 から ――まで
下 川 雄 武 線 上川郡下川町北町 番１地先から 前 から ――北海道旭川土木現業所 上川郡下川町字 瑠 番地先まで まで

前 から ――まで

前 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

水防法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、水防警報を行う河川を次の
とおり指定した。
平成 年４月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
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水 防 警 報 区水 系 名 河 川 名
左 岸 右 岸

遊楽部川 幹 川 二海郡八雲町立岩 番１地先北海道縦貫自 二海郡八雲町春日 番２地先北海道縦貫自動
遊楽部川 動車道遊楽部川橋下流端から海まで 車道遊楽部川橋下流端から海まで

落 部 川 幹 川 二海郡八雲町落部 番６地先国道落部橋下 二海郡八雲町落部 番地先国道落部橋下流端
落 部 川 流端から海まで から海まで

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年４月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
財務会計トータルシステム業務処理委託 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道
住 所 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道出納局経理課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

道 人 事 委 員 会 規 則

職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成 年４月１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

北海道人事委員会規則６

職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則
職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則（北海道人事委員会規則６
６）の一部を次のように改正する。
別表第２の１の項第３号中「林業改良指導員」を「林業普及指導員」に改め、同項第４号
中「改良普及員」を「普及指導員」に改める。
別表第２の２の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第 号までを１号ず

つ繰り上げる。
別表第２の３の項第１号中「水産業改良普及員」を「水産業普及指導員」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年４月１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則

公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則（北海道人事委員会規則 １）の一

部を次のように改正する。
別表第１中「財団法人ダム技術センター」、「財団法人北海道森林整備公社」、「財団法
人北海道文化財団」、「社団法人北海道軽種馬振興公社」、「社団法人北海道治山林道協
会」、及び「北海道町村会」を削り、「社会福祉法人北海道社会事業協会」を
「社会福祉法人北海道社会事業協会
社団法人釧路市医師会 に改める。
社団法人北海道観光振興機構 」
別表第２中「北海道ちほく高原鉄道株式会社」を削る。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第４号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条第３項の規定に基づき次の者に送達すべき次
の書類は、北海道収用委員会事務局（札幌市中央区北３条西６丁目）において保管してある
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ので、該当者は来庁の上受領されたい。
なお、当該書類を受領しないときは、平成 年４月 日の経過をもって同項の規定に基づ

く送達があったものとみなされる。
平成 年４月１日

北海道収用委員会会長 川 村 昭 範
１ 書類の名称
平成 年３月 日付けで裁決した権利取得及び明渡しに係る裁決書の正本

２ 書類の送達を受けるべき者の住所及び氏名

住 所 氏 名

不明
ただし、土地の登記記録上の住所
東京都品川区上大崎二丁目 番３ 号

須 永 則 江

不明
ただし、土地の登記記録上の住所
恵庭市泉町 番地

門 脇 シゲ子

不明
ただし、住民票上の最後の住所
千歳市北栄１丁目 番５ 号

舟 見 清 二
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